
〔別紙 1〕 

随意契約理由書 
 

 

件 名 ごみ汚水ポンプ操作盤移設及び補修 

契約の相手方 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 

随意契約の理由 

 

当施設の汚水ポンプ設備は、ごみピット内に蓄積した汚水を排出する設備であり、

破砕選別プラントの運転に直接係る特に重要な設備である。 

本業務は、昨年度使用不能となった操作盤を交換・移設し、配線等を補修するもの

である。新操作盤、配線等の敷設にあたっては、破砕選別プラント全体の制御電源部

及びシーケンサの改修が必要となる。 

当該プラントはメーカーが独自の技術で設計・製作したもので、本業務の履行には

メーカーしか知り得ない施設の構造やシステムについての専門的知識が必要不可欠

である。また履行の際、部品の交換や突発的な故障対応はメーカーでないと対応がで

きない。 

本件プラントの設計・製作・据付を行った三菱重工業（株）はメンテナンス業務を

行っておらず、そのアフターサービスについては上記業者に移譲されている。 

よって、本業務を確実に履行するために必要な技術力を有し、部品調達が可能な者

は他に存在しないため、上記業者との随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 署 

（問合せ先） 

環境局布施畑環境センター破砕選別施設 

（電話番号 078-976-9143） 


